
愛知県被災児童生徒就学支援等事業交付金補助金交付要綱 

 

（通 則） 

第１条 愛知県被災児童生徒就学支援等事業交付金補助金（以下「補助金」という。）は、保護者等（高等学

校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第３条第２項第３号に規定する「保護者等」

をいう。以下同じ。）が原子力災害又はその他大規模災害等に起因する事情による経済的理由から授業料の

納付が困難となった生徒（以下「授業料の納付が困難な生徒」という。）の修学に係る経済的負担の軽減を

図るため、私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）に基づき、学校設置者（以下「設置者」という。）

が授業料の納付が困難な生徒の授業料を減免する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、

設置者に交付するものとし、その交付に関しては、文部科学省が定める被災児童生徒就学支援等事業交付

金交付要綱及び愛知県補助金等交付規則（昭和55年愛知県規則第８号。以下｢規則｣という。）に定めるもの

のほか、この要領に定めるところによるものとする。 

 （補助の対象となる事業） 

第２条 前条に規定する事業は、愛知県内に私立の専修学校（専門課程、一般課程）、各種学校を設置してい

る者が、当該学校に在学している授業料の納付が困難な生徒の授業料負担者に対して、授業料を減免する

事業とする。 

 （対象生徒の要件） 

第３条 授業料減免の対象となる授業料の納付が困難な生徒（以下「対象生徒」という。）の要件は、対象生

徒の保護者等が原子力災害被災地域において被災した者であり、授業料の負担が困難と認められる者は、

前項第２号における「愛知県内に住所を有するもの」とみなす。 

  なお、原子力災害被災地域において被災したこととは、次のいずれかの者をいう。 

  ・警戒区域又は計画的避難区域に居住していた者 

  ・緊急避難準備区域又は屋内退避指示が出ていた区域に居住していた者、特定避難勧奨地点に居住して

いた者のうち市町村の判断により避難した者 

（対象となる課程の要件） 

第４条 補助の対象となる専修学校(専門課程、一般課程)、各種学校においては次に定める要件を満たすも

のとする。 

（1）職業に必要な技術等の教授を目的とするもの 

（2）専修学校専門課程の場合、修業年限１年以上のものとし、専修学校一般課程、各種学校の場合は修業

年限（修業年限が１年以上の課程に、他の修業年限１年以上の課程が継続する場合にはこれらの課程の

修業年限を通算した期間）が２年以上のもの 
（3）当該課程の授業が年２回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められている

もの 
（補助金の算定基準及び補助率） 

第５条 対象生徒に係る補助金の算定基準は、次のとおりとする。 

(1)  補助対象となる経費は、対象生徒１人について、設置者が当年度に対象生徒の納入すべき学則に定め

る授業料年額を軽減する額とし、補助率は別表１のとおりとする。 

(2)  補助金の額について、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

(3)  年度途中の転入学及び転退学、休学等で、月の初日に在籍しない場合、学則に定める授業料年額に月

の初日に在籍した月数を乗じた額に１２で除して得た額とし、補助率は別表１のとおりとする。 

7-2-1

７－２



（対象生徒の要件の確認） 

第６条  補助金の交付を受けようとする設置者は、第３条に定める対象生徒の要件を確認するため、別表２

に掲げる書類を提出させ、これを十分審査しなければならない。 

（申請手続） 

第７条 規則第３条に規定する申請書及び添付書類は、次の各号に掲げるものとし、その提出部数は各１部

とする。ただし、第４号、第５号及び第６号に掲げる書類については、既に知事に提出されている場合は

これを省略することができる。 

(1) 愛知県被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金補助金交付申請書（様式第１号） 

(2) 補助を必要とする理由書（様式第２号） 

(3) 授業料減免補助事業計画書（様式第３号） 

(4) 補助金の交付を受ける年度（以下「当年度」という。）及び前年度の収支予算書 

(5) 前年度の収支計算書 

(6) 前年度末の貸借対照表及びそれに付属する明細表 

２ 前項の規定による申請書の提出期日は別に定める。 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第７条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定を受けた日から15日以内とし、その旨を記載

した書面を知事に提出しなければならない。 

（補助事業の実施期間） 

第９条 補助金の交付の決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の実施期間は、当年度中（４月１日か

ら翌年３月31日まで）とする。 

（計画変更の承認） 

第10条 補助事業を行う設置者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとする場合

はあらかじめ変更交付申請書（様式第４号）により知事の承認を受けなければならない。ただし、交付決

定を受けた補助金の額に変更をきたさない場合における次の各号に定める変更についてはこの限りでない。 

(1) 補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更 

(2) 補助目的を損わない事業計画の細部の変更 

２ 知事は、前項の承認をする場合において必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付すること

がある。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、知事の承認を受けなけ

ればならない。 

（補助事業の実施方法） 

第12条 補助事業者は、補助事業計画に基づき、対象生徒に対し、補助額に達するまで納付すべき授業料を

減免しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、既に納入されている授業料の還付に

よることができる。 

２ 補助事業者は、対象生徒に対し授業料を減免したときは授業料負担者から、これを証する書類（以下「減

免証書」という。）を徴するものとする。ただし、前項ただし書きの規定により、既に納入されている授業

料を口座振替により還付したときは、減免証書を略することができる。 

（事業遅延の報告） 

第13条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合はその理由、又
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は補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類１部を知事に提出して、そ

の指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第14条 規則第13条に規定する実績報告書及び添付書類は、次の各号に掲げるものとし、提出部数は正副２

部とする。 

(1) 愛知県被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金補助金実績報告書（様式第５号） 

(2) 補助金精算書（様式第６号） 

(3) 授業料減免補助事業実績書（様式第７号） 

(4) 補助事業に係る収支計算書（様式第８号） 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。）

した日から起算して20日を経過した日、又は翌年度の４月10日のいずれか早い日とする。 

（補助金の交付及び精算） 

第15条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全

部又は一部を概算払又は前金払により交付することがある。 

２ 前項ただし書きの規定により、補助金の全額を概算払で受領した補助事業者は、補助事業の完了した日

から起算して20日を経過した日又は翌年度の４月10日のいずれか早い日までに概算払精算書（様式第９号）

を知事に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第16条 知事は、規則第16条に規定するもののほか、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金

の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき 

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止したとき 

（実施細則） 

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附  則 

 この要綱は、平成 23 年４月１日から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成 26 年４月１日から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附  則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表１ 

被害の状況 補助率 

全壊、流失、又は半壊一

部流失、床上浸水 
３分の２ 

 

※原子力災害被災地域において被災した者は、「全壊、流失又は１週間以上の床上浸水」相当とみなす 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件 審査書類 

原子力災害被災地域において被災した者 被災証明書 

又は 

り災証明書 
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